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１．序論 

1.1 はじめに 
当社、明治ロジテック株式会社は⾷品メーカーである株式会社明治の物流⼦会社である。

売上の約 90％が親会社である明治をはじめとした明治グループであり、全国 27 拠点のうち
26 拠点が明治グループの物流拠点に紐づいて配置されている。 

その中でも私の所属する坂⼾事業所は埼⽟県にある明治坂⼾⼯場に紐づいた拠点となっ
ている。隣接する倉庫（以下、東⽇本 MDC とする）や東⽇本 MDC 発の配送管理を主な業
務としており、私⾃⾝は主に客先配送の配⾞を中⼼とした配送事業の管理を任されている。 

本論⽂では⾃職場で 2022 年下期から取り組んだ指標管理による⾷品配送の改善事例を論
じる。内容は JILS 物流技術管理⼠資格認定講座で学んだ知識を踏まえて整理した。 
 
1.2 テーマ選定の背景 

私は 2021 年 6 ⽉に現在の部署へ異動し、配送事業を担当することになった。当時、配送
事業で発⽣していた事象を 『与件』、『制約条件』、『問題』に分類したのが図 1 である。図に
⽰した通り、当時は主に収益性と⾞両の安定供給に問題を抱えていた。 
 

 
 

その中で 2022 年度の経営⽅針会議では図 2 の通り、2021 年度の課題の指摘と 2022 年度
の新たな業務⽬標が⽰された。それを受け、2022 年 4 ⽉より配送事業の収益性向上や⾞両
の安定供給に向けた配⾞業務の⾒直しを⾏った。取り組みを⾏う中で、従来の配⾞慣習や⾞
両ごとの制約条件が配⾞に悪影響を与えていることが判明し、それらの撤廃を⽬指した。結
果として半年後の 2022 年 10 ⽉時点で収益⾯では⼀定の成果をあげることができた。 （図 3） 

⼀⽅、不具合の根本的な原因は業務の属⼈化や管理者の把握不⾜により、適切な分析や判
断ができていないことであり、その抜本的な改善には⾄っていなかった。 

問題の本質は配⾞⽅法やその評価に適正な基準がなかったためであり、問題の解決には
指標を⽤いた作業の標準化や数値管理が必要だと考え、本取り組みを⾏うこととした。 

 
1.3 取り組みにおける⾃⾝の役割 

私⾃⾝は本件の⽴案から所員への展開とその後の管理を⾏い、⾃らも運⽤に参加した。
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図 2 2022 年度経営⽅針会議資料抜粋 

図3 2022年度上期収⽀前年度⽐較 単位：千円

年度 ４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 合計
2022 \8,738 \-1,436 \4,389 \7,004 \10,206 \15,692 \44,593
2021 \-2,476 \-6,150 \-2,241 \-1,047 \-1,680 \2,105 \-11,489

差 \11,214 \4,714 \6,630 \8,051 \11,886 \13,587 \56,082

出典：明治ロジテック株式会社 2022 年度経営⽅針会議 運営推進部発表資料 

機密保持のため割愛 
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２．本論 

2.1 事業概要 
 はじめに本取り組みの改善対象となる東⽇本 MDC 発の配送事業について解説を⾏う。 

配送の規模は⼀⽇の平均出荷量が約 27,000 ケース、配送件数は約 300 件で、当初は平均
88 台の⾞両が稼働していた。配送エリアは⼀都三県全域となっている。 

配⾞⽅法は固定ルートを定めずに毎⽇、⼀からルートを作成する⽅法をとっている。 
 運賃請求は個建て料率を採⽤しており、エリアごとに定めた数量単価をもとに計算され
る。そのため、利益確保には⾞両あたりの積載数量の向上が鍵となる。当時は 1 台平均 370
ケースが損益分岐点とされ、その値が配送事業で唯⼀の管理⽬標値（KPI）となっていた。 
 積載する製品は菓⼦と加⼯⾷品の 2 つに⼤別される。1m³あたりの重量は、トラック輸送
に使⽤される容積重量の基準が 280kg なのに対し、菓⼦は約 88kg と軽く、反対に加⼯⾷品
は約 700kg と重く、両者は真逆の性質を持っている。そのため、積載管理には重量、容積の
両⽅を確認する必要があり、配⾞判断を複雑化させる⼀因になっている。 
 
2.2 課題分析 
(1)課題の整理 

経営⽅針と現場の視点をもとに、⽬標、現状、抽出された課題を整理したものが図 4 であ
る。現状の指標は前述の損益分岐点を根拠にした平均積載数量しか存在せず、課題である配
⾞の効率を測ることや、必要な⾞両台数の算出には適していないため、課題解決には新たな
指標の作成や分析、管理をする体制づくりが必要だと考え、検討を⾏った。 
 

 
(2)項⽬の検討 

まず、指標作成にあたり、管理する項⽬の検討を⾏った。当時認識していた課題を特性要
因図に表したものが図 5 となる。 『低積載率』が共通の主要因として、 『適正な⾞両数』が各
要因の⼩⾻として複数含まれており、当時も多くの課題にこれらが関係していると考え、こ
の 2 点に着⽬し、指標の設定を⾏うこととした。 
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①低積載率に関する検討 
 低積載率につながる要因として着⽬したのは台あたりの配送件数であった。図 6 は⾞格
別の積載率と配送件数をまとめたものである。特に 13t ⾞の低積載が顕著であり、配送件数
が 1 件であるにもかかわらず、積載量が下位の⾞格⽔準の場合があり、⾞両の適正利⽤がで
きていない状況であった。配⾞担当者へ原因について聴き取りを⾏ったところ、従来の配⾞
慣習や協⼒会社の都合で配送件数の上限を設けている⾞両が多数あり、それらが配⾞制約
となって低積載の⼀因になっていることが判明した。 
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これらの事実から、台あたり配送件数がボトルネックとなって積載率の低下を招いている

と仮定し、さらに仮定についての検証を⾏った。 
検証では特定⽇において配送件数が 1 件のみの 13t ⾞を抽出し、残りの拘束時間で配送

可能な客先が存在するか確認し、実際に運⾏した場合の運⾏時間を試算した。（図 7） 
 

 
結果として、全⾞両で 2 件⽬の配送が可能であり、1 件配送の運⾏同⼠の集約が可能な⾞

両も存在した。実際の運⾏では 50％に満たなかった容積積載率が試算した運⾏では 80％に
改善し、平均積載数量も 1.7 倍となった。 
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以上のことから、重量や容積といった直接、積載と関係する指標以外に配送件数に着⽬す
ることが積載率向上に対して有効であると考えた。 
 
②適正な⾞両台数に関する検討 
 適正な⾞両数については図 2 の通り、算出できていないこと⾃体が課題となっていた。算
出が困難であった原因は配⾞実績が物量と連動しておらず、傾向が⾒えなかったためである。 

しかし、前述の通り、配⾞慣習や⾞両制約が低積載を招いていることが判明したことによ
り、それらが数値の揺れにつながっている可能性を考えた。そこで、現状の⾞両制約が無く
最適な配⾞が⾏えた場合に実際の配⾞との差を⽐較するシミュレーションを⾏った。(図 8) 
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シミュレーションの結果、閑散期は件数の上限値に先に抵触することが多く、重量や容積
が基準に達しないために⾞格指定とは関係なく、積載の低い 2〜3t ⾞の使⽤が増加した。 

⼀⽅で繁忙期は 1 件あたりの重量や容積が多くなり、配送件数の上限に達しないことが
多くなった。結果、13t ⾞と 4t ⾞の使⽤が⼤部分を占め、2〜3t ⾞の使⽤は⾞格指定のある
客先に限定された。 

以上の結果から、⾞両台数は物量が⼀定以下の場合は配送件数により決定し、物量が⼀定
を超えると重量や容積により決定すると考えることができ、配送件数、重量、容積を⽤いて
適正⾞両数を算出することが可能であると考えた。 
 
(3)使⽤場⾯の検討、作成指標の最終決定 

次に指標を使⽤する場⾯を考え、より詳細な機能を検討した。あるべき姿として PDCA
サイクルを回す体制を掲げており、その各段階に即した指標であることが必要と考えた。 

当時、管理していた指標は前述の平均積載数量のみであり、全ての段階を⼀つの指標で管
理していた。図 9 に⽰すように元々、損益に関する指標であり、『評価』の段階以外での使
⽤に適していなかった。それを補うために使⽤する段階は『計画』、『実⾏』、『改善』とした。 
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各段階で使⽤する評価⽅法については『計画』や『実⾏』の段階では⽬標値となる数値が
必要であると考え、『⽬標⾞両台数』を設定することとした。⼀⽅で、『改善』の段階では問
題点を明確にする必要があるため、配送件数や積載率を評価する『⾞両成績』を作成するこ
ととした。 

 
2.3 改善策⽴案 

前節で作成することとした 『⽬標⾞両台数』と 『⾞両成績』の各指標の算出⽅法について
それぞれ論じる。 
 
(1)⽬標⾞両台数 

『⽬標⾞両台数』については前節のシミュレーション結果から、配送件数、重量、容積の
基準値を定め、それらの値で対象⽇の注⽂の合計値を割ることで各項⽬基準の想定台数を
算出し、3 つの中で最も台数が多いものを対象⽇の⽬標台数として採⽤することとした。基
準値は過去の実績値を参考に、配送件数 4.7 件、重量 4,150kg、容積 15.5m³とした。 

運⽤⽅法としては 『⽬標⾞両台数』を 『計画』段階の定期台数の決定や 『実⾏』段階の配
⾞時の KPI とし、今まで KPI としていた平均積載数量はより上位の KGI と再定義し、台あ
たり件数、重量、容積は PI と位置付けた。(図 10) 
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(2)⾞両成績 
⾞両成績の指標を作成するにあたり、評価の対象とする項⽬については 『⽬標⾞両台数』

の算出に使⽤した配送件数、重量、容積に加えて、収⽀も対象とした。 
評価の⽅法としては各項⽬を A〜C の 3 ランクに分類し、ランクに応じて得点を割り振

り、その合計で⾞両の評価を決定するものとした。⾞両成績についても A〜C の 3 ランクと
し、A は 『検討課題がない⾞両』、B は 『場合によっては取り組みを検討すべき⾞両』、C は
『取り組みが必要な⾞両』と定義した。各項⽬の基準や得点配分は図 11 の通りとなる。 
 

 
また、『改善』の段階で使⽤するにあたり、改善必要性の有無だけでは具体的な改善に結

びつかないため、図 12 のように C ランクになった要因や定期⾞両であるか否かにより、さ
らに類型化し、類型ごとに対策⽅針を設定することで具体的な改善につながる構造とした。 

機密保持のため割愛 
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2.4 改善策実⾏ 

本節では前節で定めた指標の実際の運⽤について解説を⾏う。実際に指標を取り扱うタ
イミングは⽇次と⽉次に設定した。 

⽇次については配⾞時とその振り返りに使⽤する。配⾞時には作成した指標分析ツール
を⽤いて、指標の達成度を⾒ながら⾞両の調整を⾏う。（図 13） 

当初は『⽬標⾞両台数』のみを参照していたが、『⾞両成績』も併せて確認することで、
配⾞作業の中でも PDCA を回せる仕組みとした。配⾞後は各指標の記録を⾏い、配⾞台数
と⽬標値の乖離があれば所感を記録することとした。 
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⽉次では 『⾞両成績』を作成し、⽇次で作成した記録の所感も踏まえながら図 12 の⽅針

に基づき、定期⾞両の調整や協⼒会社との交渉、配⾞⽅法の変更などの対策を⾏った。 
考案した指標を運⽤に落とし込み、最終的に図 14 のような指標を⽤いた PDCA サイク

ルを形成することができた。 
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2.5 改善効果検証 
 図 15 は 2021 年から現在までの配⾞成績と取り組みをまとめたものである。2022 年 11
⽉に指標の策定と運⽤を開始し、繁忙期となる 12 ⽉には例年、過剰に⾞両を投⼊していた
が、指標をもとに増⾞の抑制を⾏い、前年同⽉⽐で約 300 台（12％）の削減に成功した。 

また、『⾞両分析』により、『配⾞課題型』に類する 2t 以下の⾞両が多数あったことから 
過剰と判断し、2023 年から 2024 年にかけて、2t 以下の定期⾞両を 7 台減⾞した。 

結果として現在までに 17 台の定期⾞両を削減した。制約条件についても値上げを含めた
交渉を⾏い、最も問題であった 13t ⾞の配送件数の制約を撤廃することができた。 

⼀⽅で⾞両削減を⾏ったものの、閑散期には台数過剰となってしまう課題があった。他荷
主の運⾏獲得や有償での休⾞対応も⾏ったが、『⽬標⾞両台数』との乖離が⽣まれ続けた。
そこで、2024 年から繁閑期が逆で配⾞特性が近いアイス配送の配⾞権を獲得することで⾞
両の共有化を⾏い、余剰⾞両の削減を図った。 

これらの取り組みにより、2022 年には 80％近くあった C ランク⾞両の⽐率が 2025 年で
は 10％未満に低下した。損益についても運⽤開始前の 2021 年は⾚字であったが、2024 年
には⼤幅な⿊字に転換した。（⾦額については機密保持のために割愛） 

また、繁忙期の⾞両不⾜による残荷も現在は発⽣しなくなった。要因としては⾞両の過不
⾜が正確に把握できるようになったことで、計画的な集⾞や事前に納品⽇を前後の⽇程へ
移動させる荷主交渉を⾏うことができるようになった影響が⼤きい。 
 結果、指標管理による改善で⽬標とした収益性課題と安定供給課題の解決に成功した。 
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３．結論 

3.1 成功の要因 
 成功の要因は⽬標のわかりやすさと PDCA サイクルを意識した仕組み作りである。 

取り組み前には平均積載数量を KPI として設定していたが、配⾞時に意識することが難
しく、徹底しきれていなかった。⽬標⾞両台数という、配⾞に直結する、わかりやすい KPI
を設定したことで、KPI を意識する習慣を根付かせることができた。 

また、以前は KPI を⾒て⼀喜⼀憂するだけであったが、本取り組みにより配⾞効率が可
視化されたことで、配⾞担当者と管理者が⼀緒に原因や対策について考えることができる
ようになり、結果として理想的な PDCA サイクルを構築することができた。 
 
3.2 より成果をあげるために必要であった⽅策 
 本論⽂では触れることができなかったが、図 4 の『あるべき姿』では経営⽅針を受けて
『客先との制約条件交渉を⾏う』と⽰しており、実際に客先別の⾮効率度を評価する指標を
作成し、効率向上を⽬指して配送頻度の⾒直しの条件交渉を⾏った。結果として内容が物流
側のメリットに終始し、荷主にメリットが出せなかったために条件緩和は叶わなかった。 
 仮に実現していればより強固な体制を構築できたと考えられるので、荷主側のメリット
も考慮した上で案を再考し、荷主と引き続き協議していきたい。 
 
3.3 今後の課題 
 現在、定常的に C ランクとなっている⾞両は 4 台で、そのうちの 2 台は配送エリアで最
も遠⽅に位置する千葉県東部の配送をしている⾞両である。エリアの特性上、運⾏時間が⻑
いことや、客先数が少ないために配⾞が限られ、低積載になることが原因となっている。 
 配⾞や協⼒会社との交渉では問題を解消できない 『与件影響型』のパターンであり、⾮効
率なまま残ってしまっている。課題を解消する施策として当該エリアにおける他荷主との共
同配送を計画しており、成功すれば積載率が他エリア相当になることが⾒込まれる。 
 現在までの取り組みにより、配⾞要因での⾮効率が限られてきており、さらに効率を追求
するには上述のような取り組みが重要になるため、積極的に取り組んでいきたい。 
 
3.4 さいごに 
 私⾃⾝、物流業界は他業界と⽐べて事業者ごとの独⾃⾊が強く、ノウハウが共有しづらい
業界だと捉えていた。また、取り扱う数値が多く、因果関係が把握しにくいとも感じていた。 

そのため、独⾃のノウハウの蓄積や、発⽣している課題の原因を明確にするために本取り
組みをはじめ、⾃分なりの科学的管理を⽬指し、特に指標化に⼒を⼊れて取り組んできた。 

しかし、物流技術管理⼠の講座を受講し、実際には応⽤可能な技法は数多くあることを学
び、今後は講座で得た知識を活かしてより⾼次の取り組みに繋げていきたい。 
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